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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
愛
玩
動
物
看
護
師
が
獣
医
師
の
指
示
の
下
に
行
わ
れ
る
愛
玩
動
物
の
診
療
の
補
助
等
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技
能
を
十

分
に
有
し
た
資
格
と
な
る
よ
う
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
受
験
資
格
を
得
る
た
め
に
必
要
な
教
育
養
成
機
関
に
お

け
る
養
成
課
程
及
び
国
家
試
験
の
内
容
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
愛
玩
動
物
看
護
師
資
格
取
得
後
に
つ
い
て
も
、
現

場
で
の
指
導
及
び
人
材
育
成
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二
、
国
家
試
験
の
詳
細
及
び
実
施
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
広
く
国
民
に
周
知
し
、
円
滑
な
国
家
資
格
化
へ
の
移
行
に
努
め
る

こ
と
。
ま
た
、
現
行
の
動
物
看
護
師
等
が
愛
玩
動
物
看
護
師
の
受
験
資
格
を
取
得
で
き
る
よ
う
、
講
習
会
及
び
予
備
試
験
の

実
施
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 



 
三
、
愛
玩
動
物
看
護
師
の
制
度
化
に
よ
る
業
務
独
占
及
び
名
称
独
占
が
、
現
行
の
動
物
看
護
師
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
き
た
さ

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

四
、
愛
玩
動
物
看
護
師
の
業
務
の
う
ち
、
獣
医
師
の
指
示
の
下
に
行
わ
れ
る
愛
玩
動
物
の
診
療
の
補
助
に
関
す
る
業
務
は
、
獣

医
療
関
係
者
、
動
物
愛
護
団
体
、
消
費
者
団
体
等
、
幅
広
く
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五
、
動
物
看
護
師
の
業
務
は
動
物
診
療
施
設
の
み
な
ら
ず
動
物
関
連
施
設
、
企
業
及
び
教
育
機
関
な
ど
活
動
の
場
が
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
関
係
省
庁
間
及
び
関
連
団
体
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
。
特
に
、
所
管
省
庁
で
あ
る
農
林
水
産
省

と
環
境
省
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
明
確
に
し
つ
つ
、
十
分
な
連
携
を
図
る
こ
と
。 

 

六
、
愛
玩
動
物
看
護
師
の
資
格
取
得
の
た
め
の
教
育
養
成
機
関
等
に
お
け
る
費
用
負
担
の
増
加
等
が
、
動
物
看
護
師
志
望
者
を

抑
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
動
物
看
護
師
全
体
の
処
遇
の
向
上
に
向
け
て
、
そ
の
社
会
的
役
割
の
周
知
や
認
知



度
の
向
上
等
、
必
要
な
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

 

七
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
実
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
愛
玩
動
物
看
護
師
が
適
切
に
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
同
法
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

八
、
小
動
物
分
野
、
産
業
動
物
分
野
、
行
政
分
野
の
獣
医
療
の
現
場
に
お
い
て
、
獣
医
療
を
担
う
獣
医
師
の
偏
在
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
偏
在
問
題
の
原
因
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
産
業
動
物
分
野
、
行
政
分
野
に
お
け
る
獣
医
療
人
材
の
育
成
、

確
保
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
解
消
を
図
る
た
め
の
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

九
、
愛
玩
動
物
看
護
師
の
制
度
化
に
伴
う
諸
施
策
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
体
制
の
確
保
に
向
け
て
、
万
全
を
期
す

よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十
、
本
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
本
法
律
の
施
行
の
状
況
の
ほ
か
、
愛
玩
動
物
看
護
師
等
の
資
質
、
処
遇
及
び
人



材
確
保
の
状
況
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


